
島 根 県 報
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条第��項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出が

あったので、同条第��項の規定により告示する。

平成��年��月	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

那賀郡金城村土地改良区


 就任した役員の氏名及び住所

理事

山� 久瀧 浜田市金城町久佐ハ���番地

田邨 一男 浜田市金城町今福���番地


下谷 巧 浜田市金城町久佐イ���番地

佐々原熊雄 浜田市金城町入野ロ���番地

原田 義則 浜田市金城町久佐イ����番地��

第����号 平成��年��月	日 (�)

� �

� �

土地改良区の役員の就任及び退任（�件） （農 村 整 備 課） �

土地改良区の役員の就任 （ 〃 ） �

土地改良区の役員の退任 （ 〃 ） �

県営土地改良事業計画の変更（�件） （ 〃 ） �

解除予定保安林（�件） （森 林 整 備 課） �

保安林の指定施業要件の変更（�件） （ 〃 ） �

地方卸売市場の卸売業者の住所及び氏名の変更 （水 産 課） �

急傾斜地崩壊危険区域の指定 （砂 防 課） �

� �

都市計画決定の図書の縦覧 （都 市 計 画 課） �

都市計画変更の図書の縦覧 （ 〃 ） �

�����

島根県シンクライアントシステム運用機器の賃貸借契約に係る一般競争入札の落 （情 報 政 策 課） �

札者等

�����

島根県教育委員会教育長の所掌に係る建設工事入札結果等閲覧規程の一部改正 （教 育 施 設 課） �

� �

平成��年	月��日付け島根県報第����号中 （森 林 整 備 課） �

����������������������������������������������������
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平成��年��月	日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

宮本 教行 浜田市金城町今福���番地

河西 堅 浜田市金城町上来原���番地

原田 敏弘 浜田市金城町七条ハ���番地

齋藤 幸憲 浜田市金城町下来原����番内�地

川上 幾雄 浜田市金城町下来原	
�番地

羽柴 兼夫 浜田市金城町七条イ���番地

河� 忠 浜田市金城町波佐イ���番�地

竹田 聰 浜田市金城町小国イ���番地

三浦 兼浩 浜田市金城町長田イ��番�地

森本 一孝 浜田市金城町小国イ�

番地

監事

岡田 治夫 浜田市金城町波佐ロ	
番地

古城 護 浜田市金城町久佐ハ���番地�

川見 正人 浜田市金城町上来原�
�番の地

� 就任年月日

平成��年��月��日

� 退任した役員の氏名及び住所

理事

大屋金太郎 浜田市金城町追原����番地

石田 幸 浜田市金城町入野イ�	�番地

小谷 要 浜田市金城町久佐イ	�	番地

畑 米一 浜田市金城町久佐ロ�	�番地

湯浅倭佐雄 浜田市金城町今福���番ノ内第�地

高羽 武雄 浜田市金城町宇津井���番地

佐� 孝道 浜田市金城町上来原�
番地�

宇川 俊男 浜田市金城町下来原��	番地

岡本 幸吉 浜田市金城町下来原���番地

藤井卯三郎 浜田市金城町七条イ��
番地

岡本 恂 浜田市金城町七条ハ��番地

古和 忠雄 浜田市金城町長田イ��	番地

岡田 秀一 浜田市金城町波佐ロ	
番地

和田熊三郎 浜田市金城町小国イ���番地

監事

山岡 好一 浜田市金城町今福	��番地�

佐々木智博 浜田市金城町七条ロ
��番地

幸田 英夫 浜田市金城町波佐イ��	番地

��������	


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第��条第��項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出が

あったので、同条第��項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年��月�日(�)



島 根 県 報

中村土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

原 茂憲 隠岐郡隠岐の島町元屋���番地

岡島 勝信 隠岐郡隠岐の島町中村����番地

的射 利定 隠岐郡隠岐の島町中村����番地��

谷 省三 隠岐郡隠岐の島町中村�番地

茶山 善博 隠岐郡隠岐の島町元屋���番地�

手嶋 昭男 隠岐郡隠岐の島町中村����番地	


細井 睦雄 隠岐郡隠岐の島町中村����番地�

千葉 岩二 隠岐郡隠岐の島町中村��	�番地

監事

田中 正博 隠岐郡隠岐の島町中村	��

長谷川 聡 隠岐郡隠岐の島町中村���番地

� 就任年月日

平成��年�月�日

 退任した役員の氏名及び住所

理事

原 茂憲 隠岐郡隠岐の島町元屋���番地

岡島 勝信 隠岐郡隠岐の島町中村����番地

的射 利定 隠岐郡隠岐の島町中村����番地��

谷 省三 隠岐郡隠岐の島町中村�番地

茶山 善博 隠岐郡隠岐の島町元屋���番地�

手嶋 昭男 隠岐郡隠岐の島町中村����番地	


細井 睦雄 隠岐郡隠岐の島町中村����番地�

千葉 岩二 隠岐郡隠岐の島町中村��	�番地

監事

藤野徳二郎 隠岐郡隠岐の島町中村��番地�

平井 末広 隠岐郡隠岐の島町中村�
�番地

��������	


土地改良法（昭和��年法律第���号）第�
条第��項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出があったの

で、同条第��項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

奥出雲町土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

安部 文夫 仁多郡奥出雲町大呂����番地

長谷川徳巳 仁多郡奥出雲町三沢	��番地�

小早川貞利 仁多郡奥出雲町下横田�	�番地�

米原 敏智 仁多郡奥出雲町亀嵩����番地

第�����号 平成��年��月�日 (	)



島 根 県 報

福田 岩男 仁多郡奥出雲町下阿井���番地

山脇 憲一 仁多郡奥出雲町小馬木���番地

大谷 隆寿 仁多郡奥出雲町竹崎���番地�

田邊 彰一 仁多郡奥出雲町竹崎����番地�

磯田 勲 仁多郡奥出雲町上三所���番地�

和泉 芳邦 仁多郡奥出雲町横田����番地

三谷 靜夫 仁多郡奥出雲町三成��	番地

佐々木敏視 仁多郡奥出雲町小馬木�
�番地

勝部 定次 仁多郡奥出雲町稲原���番地

監事

石原 淳男 仁多郡奥出雲町中村�
�番地

長谷川 昭 仁多郡奥出雲町下阿井��番地�

糸原 功 仁多郡奥出雲町八川����番地�

� 就任年月日

平成��年月��日

��������	


土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条第�	項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があったの

で、同条第��項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

益田市土地改良区

退任した役員の氏名及び住所

理事

須藤 直紀 益田市飯田町���番地

���������


土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、古江生馬地区を受益地域とする用排水施設事

業（県営経営体育成基盤整備事業）の計画を変更したので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 縦覧に供する書類の名称

古江生馬地区用排水施設事業（県営経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

松江市役所

第�����号 平成��年��月�日(�)



島 根 県 報

���������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定に基づき、古江生馬地区を受益地域とする農道事業（県

営経営体育成基盤整備事業）の計画を変更したので、同条第
項において準用する同法第��条第�項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 縦覧に供する書類の名称

古江生馬地区農道事業（県営経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

松江市役所

���������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定に基づき、古江生馬地区を受益地域とする暗渠排水事業

（県営経営体育成基盤整備事業）の計画を変更したので、同条第
項において準用する同法第��条第�項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 縦覧に供する書類の名称

古江生馬地区暗渠排水事業（県営経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

松江市役所

�������

	

次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和�年法律第���号）第��条の規定により告示

する。

平成��年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 解除予定保安林の所在場所

雲南市掛合町入間����－�（国有林）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

第�����号 平成��年��月
日 (�)



島 根 県 報

��������	


次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により告示

する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	� 解除予定保安林の所在場所

雲南市吉田町吉田字川尻����－
�（国有林）・����－��（国有林。次の図に示す部分に限る。）、����－	（次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

�� 解除予定保安林の所在場所

雲南市吉田町吉田字川尻����－（国有林。次の図に示す部分に限る。）、����－�（次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第�項において準用する同条第	項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

雲南市掛合町波多����－	・����－�・����－	・����－�（以上�筆について、次の図に示す部分に限る。）、

����－�、����－�、飯石郡飯南町角井����－�・����（以上�筆について、次の図に示す部分に限る。）、獅子


��－	、
��－�、
��－�、
��－�（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び飯南町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

第�����号 平成��年��月�日(�)
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森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条	項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年

月	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

雲南市掛合町波多���、飯石郡飯南町頓原����内�・����－�・����－（以上�筆について次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び飯南町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

���������


地方卸売市場の開設の許可及び地方卸売市場における卸売業務の許可（昭和��年島根県告示第�号）により公示のあっ

た地方卸売市場の卸売業者の住所及び氏名について、次のとおり変更があったので、島根県卸売市場条例（昭和��年島根

県条例第��号）第��条の規定により告示する。

平成
�年

月	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和��年法律第��号）第�条第�項の規定により、次に掲げる土地の

区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第�項の規定により告示する。

平成
�年

月	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 区域の名称 西

� 土地の表示

第
����号 平成
�年

月	日 (�)

許可番号
許 可
年月日

卸売市場
の名称

卸売市場
の所在地

卸売業者の住所 卸売業者の氏名 取扱品目
の部類変更前 変更後 変更前 変更後

指令水第
��号の	

昭和��年

�月
�日

出雲総合地
方卸売市場

出雲市高松
町���番地

出雲市今市
町
���番地

出雲市高松
町���番地

株式会社出
雲魚市場

出雲大同青
果株式会社

水産物部



島 根 県 報

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から��号までを順次に結んだ線及び標柱�号と��号を結んだ線により囲まれ

た区域

� �

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定による都市計画の決定に係る図書の写しの送付を受けたの

で、同条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する。

平成�	年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

松江圏都市計画（松江圏国際文化観光都市計画）地区計画

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により、次のとおり縦

覧に供する。

平成�	年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

松江圏都市計画（松江圏国際文化観光都市計画）用途地域

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

� � � � � �

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令

第���号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成�年島根県規則第

�号）第�条の規定により公示する。

平成�	年��月
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第��	�	号 平成�	年��月
日()

所 在 及 び 地 番 標 柱 番 号

隠岐郡海士町海士���番� �号及び�号

〃 ���番 �号及び�号

〃 ���番� �号

〃 ���番� 
号及び�号

〃 ���番 �号及び�号

〃 ���番� ��号

〃 ���番� ��号

〃 ���番� ��号

〃 ��番 ��号から��号まで



島 根 県 報

� 件名

島根県シンクライアントシステム運用機器の賃貸借契約

� 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県地域振興部情報政策課 島根県松江市殿町�番地

� 落札者を決定した日

平成��年��月��日

	 落札者の氏名及び住所

日本電子計算機株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目	番�号


 落札金額

���������円

� 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

� 特例公告を行った日

平成��年�月�日

� � � � �

�����	
��������

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

島根県教育委員会教育長の所掌に係る建設工事入札結果等閲覧規程（昭和��年島根県教育委員会教育長訓令第�号）の

一部を次のように改正する。

平成��年��月�日

島根県教育委員会教育長 藤 原 義 光

第�条第�号中「建設工事等」を「建設工事」に改め、同条中第�号を第�号とし、第�号の次に次の�号を加える。

� 発注する測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務ごとの指名競争入札の指名業者名

を記載した書類

第	条第�項本文中「第�条第�号」を「第�条第�号」に、「同条第�号」を「同条第�号及び第�号」に改め、同

項ただし書中「同条第�号」を「同条第�号」に改める。

� �

（施行期日）

� この訓令は、平成��年��月�日から施行する。

（経過措置）

� この訓令の施行の日前に入札参加者の指名が行われた指名競争入札に係る指名業者名を記載した書類の閲覧について

は、なお従前の例による。

� �

平成��年�月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年��月�日 (�)



平成��年��月�日 印刷
平成��年��月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日(��)

ページ 行 誤 正

�� 下から�� 主伐は、択伐による。 主伐に係る伐採種は、定めない。


